
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  老人ホーム入居中に相続した自宅              

Ｑ：母が老人ホームで亡くなりました。母

は老人ホームに入居する前に住んでいた自宅

を別の老人ホームに入居していた父から相続

により取得しましたが、その後、自宅に戻る

ことなく亡くなってしまいました。空き家に

なっていたこの自宅は、小規模宅地等の特例

が受けられますか？                                    

                                              

Ａ：受けられるものと思われます。 

【解説】 

小規模宅地等の特例は、相続開始の直前に

おいて被相続人の居住の用に供されていなか

った宅地等であっても、有料老人ホーム等に

入居等していたことにより居住の用に供され

なくなった宅地等(被相続人が有料老人ホー

ム等に入居等した後に、事業の用又は新たに

被相続人等以外の者の居住の用に供されてい

る場合を除きます)については、適用が受けら

れることとなっています。 

しかしながら、老人ホーム等に入居して居

住の用に居住の用に供されなくなった直前に

おいて、被相続人が宅地等を所有していたか

どうかについては、特段の規定がありません。 

したがって、お尋ねの場合、お母さんが老

人ホームに入居して居住の用に供さなくなっ

た直前において、居住の用に供していたもの

ですから、その時において自宅を所有してい

なかったとしても小規模宅地等の特例の適用

を受けることができるものと思われます。 
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